
   2021年度政府予算において、教職員定数改善と義務教育費国庫負担 

   制度拡充を求める意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症対策として３月に全国一斉臨時休業の要請がなさ

れて以降、学校現場では学びと育ちの保障や心のケア、感染症対策など新しく

多くの課題が生じ、解決に取り組んでいます。 

以前より学校現場では、新学習指導要領の全面実施に加え、貧困・いじめ・

不登校など解決すべき課題が山積しており、教職員は子どもたちのゆたかな学

びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な

状況となっています。 

緊急事態宣言の解除以降、学校現場では、学校再開に向けた取り組みを進め

るなかで、文部科学省が示す「学校の新しい生活様式」に添って、３密を避け

るため学級を複数のグループに分けた上で教育活動を行うなどの工夫をしてい

ます。少人数学級の着実な推進の必要性が、いっそう高まっています。 

 義務教育費国庫負担制度については、国庫負担率が３分の１となっています。

自治体の独自財源で人的措置等を行っている自治体もありますが、国の施策と

して定数改善に向けた財源保障をすることで、子どもたちが全国どこでも一定

水準の教育を受けられるようにし、学びを保障しなくてはなりません。 

 こうした観点から、2021 年度政府予算編成において下記の事項が実現される

よう、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

 

記 

 

１ 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進する

こと。新型コロナウイルス感染症対策にも取り組む中で、新学習指導要領

の全面実施もふまえ、少人数学級の着実な推進をはかること。 

 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度

の負担割合を２分の１に拡充すること。 
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